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８．その他

（１）国保連合会への請求時の留意事項

・国保連合会へ風しん請求書等を提出される場合は、風しん専用封筒（青色）または「風しん

請求書在中」と記載した任意の封筒で提出を願います。

郵送される場合は、切手の貼付が必要です。

（２）請求に関する問い合わせ先

〒５００－８３８５

岐阜県岐阜市下奈良２丁目２番１号 岐阜県福祉・農業会館５階

岐阜県国民健康保険団体連合会 情報管理課情報管理係

TEL：０５８－２７５－０６３２
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